
 

  

 

 

 

 
 

令和５年 10 月 1 日から「消費税インボイス制度（適格請求書等保存方式）」が始まります。 

秋田南税務署及び秋田北税務署では、以下のとおり説明会を開催します。インボイス制度を

詳しく知りたい方、インボイス発行事業者の登録をするかどうかお悩みの方は、是非、お申し

込みください。 

 

 

○ ご自身の住所地等を管轄する税務署へお申し込みください（参加費無料）。 

 ○ 「事前予約制」で開催しますので、参加を希望する場合には「申込先」までご連絡ください。 

 ○ 駐車場に限りがありますので、ご来場の際には公共交通機関等をご利用ください。 

 ○ 個人事業者の方は、①スマートフォン、②マイナンバーカード（暗証番号を含む。）をご持参いただければ、「登

録要否相談会」で e-Taxによる登録申請が可能です。 
 

                              

                            

管轄署・申込先 開催日 開催時間 会 場 定 員 事前予約締切日 

秋 田 南 税 務 署 

法人課税第一部門 

018-833-5266(直通) 

10 月 20 日(金) 各日とも 

①10:00～11:00 

②14:00～15:00 

秋 田 南 税 務 署 

(３階大会議室) 

中通５－５－２ 

各回 20名 

10月 13日(金)17時 

11 月 21 日(火) 11月 15日(水)17時 

12 月 12 日(火) 12月 6日(水)17時 

秋 田 北 税 務 署 

法 人 課 税 部 門 

018-845-1798(直通) 

10 月 16 日(月) 各日とも 

①10:00～11:00 

②14:00～15:00 

秋 田 北 税 務 署 

( ２階会議室 ) 

土 崎 港 中 央    

６ － ９ － １ ３ 

各回 12名 

10月 13日(金)17時 

11月 8日(水) 11月 6日(月)17時 

12 月 12 日(火) 12月 8日(金)17時 

 

 

 

 

管轄署・申込先 開催日 開催時間 会 場 定 員 事前予約締切日 

秋 田 南 税 務 署 

法人課税第一部門 

018-833-5266(直通) 

10 月 20 日(金) 各日とも 
11:00～11:30 
11:30～12:00 
15:00～15:30 
15:30～16:00 

秋 田 南 税 務 署 

(３階大会議室)  

中通５－５－２ 

各回４名 

10月 13日(金)17時 

11 月 21 日(火) 11月 15日(水)17時 

12 月 12 日(火) 12月 6日(水)17時 

秋 田 北 税 務 署 

法 人 課 税 部 門 

018-845-1798(直通) 

10 月 16 日(月) 各日とも 
11:00～11:30 
11:30～12:00 
15:00～15:30 
15:30～16:00 

秋 田 北 税 務 署 

( ２階会議室 ) 

土 崎 港 中 央    

６ － ９ － １ ３ 

各回２名 

10月 13日(金)17時 

11月 8日(水) 11月 6日(月)17時 

12 月 12 日(火) 12月 8日(金)17時 

 

● インボイス制度特設サイト 

  制度について解説した動画、説明会の開催情報や申請手続などを掲載しています。 

 

● インボイス制度に関する一般的なお問合せ 

  インボイスコールセンター【電話番号】0120-205-553(無料) 

【受付時間】9:00～17:00(土日祝除く) 

 

● 各種補助金のお知らせ 

  インボイス制度に対応するためのソフト・ハード等の導入に当たっては、IT導入 

補助金による支援があります。 

消費税インボイス制度説明会 
(秋田南・秋田北税務署) 

お申込み前に必ずご確認ください。 

インボイス制度説明会・・・消費税の基本的な仕組みからご説明します。 

登録要否相談会・・・登録するかどうかお悩みの方は、個別にご相談できます。       


